
兵庫県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者実践研修

（自立支援）協議会を活用した
 地域課題の解決に向けた取り組み

動 画

兵庫県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者   
実践研修検討委員会



・ 自立支援協議会の意義、目的、活動内容

 について理解する。

・ サービス管理責任者等の業務を通して。。。

 見いだされる地域課題を解決するため、

 自立支援協議会の活用について学ぶ。

・ 協議会とも連動する地域生活支援拠点（体制）

を知る。

学びのねらい
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自立支援協議会

3

障害者総合支援法（協議会の設置） 
第八十九条の三 
地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支
援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに
障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、
教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の
関係者（次項において「関係機関等」という。）により構成
される協議会を置くように努めなければならない。
 
２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ること
により、地域における障害者等への支援体制に関する課題
について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図
るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議
を行うものとする。 

位置づけ

動 画



第１ 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

４ 協議会の設置等
障害者等への支援体制の整備を図るため、（～中略）～協議会

（以下単に「協議会」という。）を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に
取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、
又は変更しようとする際に、意見を求められた場合には、

地域の課題解決に向けた積極的な 提言 を行うこと
が重要である。

障害福祉計画の基本指針
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針【最終改正 令和２年厚生労働省告示第二百十三号】



障害者総合支援法に位置づけられ、障害福祉計画
等を策定、もしくは変更するにあたり、具体的な提
言を行いつつ、地域における障害児者の生活全般
の課題解決を目指すために、さまざまなあるいは
同様の立場の人々や団体が集まって、参加者が

実現化にむけた議論をし実現に結びつける
ことを話合う場。

地域自立支援協議会とは…。
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地域自立支援協議会の４つ目的と意義

目的①
地域ニーズの掘り起こしと地域独自の社会資源の開発

（財法）日本障害者リハビリテーション協会 自立支援協議会の運営マニュアルより

地域

ニーズ

改善

応用

推進

協働

意義
・地域の社会資源の開発によりサービス依存を解消する。

・地域の課題の掘り起こしとその解決策検討を同時に

進めることができる 等



7

地域自立支援協議会の４つ目的と意義

目的②
重要な事業をする上での推進母体となる

（財法）日本障害者リハビリテーション協会 自立支援協議会の運営マニュアルより

地域

ニーズ

改善

応用

推進

協働

意義
・居住サポート事業を進める上での推進母体となる

・発達障害者の生活支援などの教育との連携を図る土台

・地域移行支援・地域定着支援を進める

専門家の参加を引き出す場となる 等
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地域自立支援協議会の４つ目的と意義

目的③
既存サービスの改善と応用を行う。

（財法）日本障害者リハビリテーション協会 自立支援協議会の運営マニュアルより

地域

ニーズ

改善

応用

推進

協働

意義
・事例検討を通して既存のサービスの改善につなげていく

・業種を超えたネットワークづくりによりサービス応用の

幅を拡げていく
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地域自立支援協議会の４つ目的と意義

目的④
各支援事業者との協働と高め合い

（財法）日本障害者リハビリテーション協会 自立支援協議会の運営マニュアルより

地域

ニーズ

改善

応用

推進

協働

意義

・ストレスの高い相談、支援について話しを出し合うことで事業者

との協働関係ができる

・サービス担当者会議を通じてサービス量の適正化

につながる

・協議会を通じて各支援事業者間のスーパービジ

ョン、コンサルテーションが行われる 等



地域自立支援協議会の機能

10（財法）日本障害者リハビリテーション協会 自立支援協議会の運営マニュアルより



地域自立支援協議会の運営の視点
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個別支援から協議会へ・・・
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サービス担当者会議

課題解決
政策提言
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サビ児管として
参加・課題
の提言等



地域生活支援拠点

障害があってもなくても、
住み慣れた地域で 安心して暮らせる
まちづくりを目指して…。
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地域生活支援拠点とは？Section2

地域生活支援拠点等とは、障害者の重
度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、
居住支援のための５つの機能をもつ場所
や体制の事で、基幹相談支援センター
等が『地域生活支援拠点整備事業』等
という名称で、調整、整備役としてセン
ターの委託事業と共を担うことも多い。

動 画



地域生活支援拠点の目的
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障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えると共に、地域移行を進
めるため、 重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障
害者等やその家族の緊急事態に対応を図るための２つの大きな目的

 ① 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用
   ⇒ 地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

 ② 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし
等への生活の場の移行をしや すくする支援を提供する体制を整備
⇒ 障害者等の地域での生活を支援する。



地域生活支援拠点等の機能
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地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支える
サービス提供体制を構築。

①相 談
基幹相談支援センター、
相談支援事業所、圏域
コーディネーター等

④専門的人材の確
保・養成
市町村、各拠点事業所
基幹相談支援センター等

⑤地域の体制づくり
自立支援協議会 等

②体験の機会・場
グループホーム、その他宿泊
場所等

③緊急時の受け
入れ対応

短期入所事業所、その他

主な
５つの
機能



地域生活支援拠点に必要な
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【５つの機能】



拠点等の機能強化を図るため、5つの機能を集約し、GHや障害者
支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」、

また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の

「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行う。

地域生活支援拠点等の類型（イメージ）
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●多機能拠点整備型 ●面的整備型



多機能拠点型が整備されているとしても、地域の社会資源である
障害福祉サービス事業所等は、必要に応じて連携することとなっている。

地域の事業所として・・・
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●多機能拠点整備型
●面的整備型
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